
岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕（改定素案）の概要 

○ 岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕は、令和元年度から６年度までの運営の基本理念や基本方針、各病院の役割と
機能、職員配置や収支目標等を定めています。

○ 令和６年４月から、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、新興感染症に係る病棟確保等
に関する協定の締結等が公立病院に義務づけられるほか、医師の時間外労働規制等が開始されることから、今般、国が策
定した公立病院経営強化ガイドラインを踏まえ、経営計画を改定します。

○ なお、現在、岩手県の次期保健医療計画の策定が進められており、これを踏まえた次期経営計画の策定を、令和６年度に
予定しています。

１　新興感染症への対応について
　　新興感染症の発生及びまん延時における医療については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、令和５
年度中に策定予定の予防計画等に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等に関する協定を締結し、公立病院としての役
割を地域で果たしていく。

２　医療現場のデジタル化について
　　国のデジタル化施策（マイナンバーカードの健康保険証利用等）に対応し、医療の質の向上、働き方改革の推進及び病院経営の効率化に
向けて、デジタル化への対応を進める。
○オンライン診療の導入
○電子処方箋、診療報酬改定DX等
○セキュリティ対策の徹底

３　医師の働き方改革について
　　医師の時間外労働規制が令和６年度に開始されることや、医師のワークライフバランスを考慮し、業務の負担軽減を図るため、次の取組を
進める。

○労働時間の適正管理
○医師労働時間短縮計画等に基づく時間外労働時間の短縮
○宿日直許可や特定労務管理対象機関の指定の取得
○ＩＣＴの活用による医療従事者の負担軽減
○医療機関の適正受診に係る県民理解の醸成

【改定の概要】

【改定の時期】 令和６年３月（予定）
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岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕（改定素案）の新旧対照表

改定前 改定後

Ⅰ 計画策定について Ⅰ 計画策定について

１ ［略］ １ ［略］

２ 計画の位置付け ２ 計画の位置付け

「岩手県立病院等の経営計画 2014−2018」に続く、新たな経営計画として位置付けるとともに、平成

27 年（2015 年）３月に総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」に定める「新公立病院改革

プラン」に位置付けます。

また、県が平成 30 年度（2018 年度）から６年間の医療政策の方向性を定めた「岩手県保健医療計画

2018-2023」を踏まえた計画とします。

「岩手県立病院等の経営計画 2014−2018」に続く、新たな経営計画として位置付けるとともに、平成

27 年（2015 年）３月に総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」に定める「新公立病院改革プ

ラン」及び令和４年（2022 年）３月に同省が策定した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための

公立病院経営強化ガイドライン（以下「公立病院経営強化ガイドライン」という。）」に定める「公立病

院経営強化プラン」に位置付けます。

また、県が平成 30 年度（2018 年度）から６年間の医療政策の方向性を定めた「岩手県保健医療計画

2018-2023」を踏まえた計画とします。

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

Ⅱ 県立病院の状況 Ⅱ 県立病院の状況

１・２ ［略］ １・２ ［略］

３ 県立病院を取り巻く環境 ３ 県立病院を取り巻く環境

［略］ ［略］

(１) 社会的な状況 (１) 社会的な状況

①～④ ［略］ ①～④ ［略］

⑤ 公立病院改革（「岩手県保健医療計画 2018-2023」から抜粋） ⑤ 公立病院改革（「岩手県保健医療計画 2018-2023」から抜粋）

公立病院の改革の推進に当たっては、国の「公立病院改革ガイドライン（平成 19 年（2007 年）

12 月）」において、経営効率化、公立病院の再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの３つの視

点により取り組むこととされ、本県においても、同ガイドラインを踏まえた「岩手県公立病院改革

推進指針（平成 21年（2009 年）１月）」を示し、指針に沿って、それぞれの公立病院が改革プラン

を定め、医療の質や持続可能な経営の確保に取り組んできたところです。

公立病院の改革の推進に当たっては、国の「公立病院改革ガイドライン（平成 19 年（2007 年）

12 月）」において、経営効率化、公立病院の再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの３つの視

点により取り組むこととされ、本県においても、同ガイドラインを踏まえた「岩手県公立病院改革

推進指針（平成 21 年（2009 年）１月）」を示し、指針に沿って、それぞれの公立病院が改革プラン

を定め、医療の質や持続可能な経営の確保に取り組んできたところです。

取組の結果、全国では、経常収支が黒字である病院の割合が取組前に比べて増加するなど一定の

成果が見られましたが、医師不足等の厳しい環境は依然として続いており、また、人口減少や高齢

化が急速に進む中で、医療需要が大きく変化すると見込まれ、地域ごとに適切な医療提供体制の構

築に取り組んでいくことが必要になっています。

取組の結果、全国では、経常収支が黒字である病院の割合が取組前に比べて増加するなど一定の

成果が見られましたが、医師不足等の厳しい環境は依然として続いており、また、人口減少や高齢

化が急速に進む中で、医療需要が大きく変化すると見込まれ、地域ごとに適切な医療提供体制の構

築に取り組んでいくことが必要になっています。

こうした現状を踏まえ、国は、平成 27 年（2015 年）３月に、「新公立病院改革ガイドライン」（新

ガイドライン）を示し、公立病院を有する地方公共団体に対し、これまでの３つの改革の視点に「地

域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割の明確化」を加えた４つの視点から、新たな公立

病院改革プラン（新改革プラン）を策定し、さらなる改革の取組を推進することを要請しました。

こうした現状を踏まえ、国は、平成 27 年（2015 年）３月に、「新公立病院改革ガイドライン」（新

ガイドライン）を示し、公立病院を有する地方公共団体に対し、これまでの３つの改革の視点に「地

域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割の明確化」を加えた４つの視点から、新たな公立

病院改革プラン（新改革プラン）を策定し、さらなる改革の取組を推進することを要請しました。

新ガイドラインでは、新改革プランにおいて、地域医療構想と整合のとれた形で、当該公立病院

の将来の病床機能のあり方など具体的な将来像を示すことや、在宅医療に関する当該公立病院の役

割を示すなど、地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明らかにすることなどが求

新ガイドラインでは、新改革プランにおいて、地域医療構想と整合のとれた形で、当該公立病院

の将来の病床機能のあり方など具体的な将来像を示すことや、在宅医療に関する当該公立病院の役

割を示すなど、地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明らかにすることなどが求
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められています。 められています。

⑥ 公立病院経営強化

令和４年（2022 年）３月に総務省が公表した「公立病院経営強化ガイドライン」では、次の観点

から、公立病院の経営の強化が必要であるとされています。

・ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医

師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続

可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態である。

・ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院

の果たす役割の重要性が改めて認識されるとともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医

師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

・ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。

・ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体

で最大限効率的に活用するという視点を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視

点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要である。

国では、公立病院を有する地方公共団体に対し、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、

地域の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載した公立病院経営強化プランを、令和５年

度（2023 年度）中に策定することを要請しています。

県立病院においては、「公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、本計画において令和５年度中

に対応が必要と考えられるもの（医師の働き方改革、新興感染症、デジタル化への対応等）につい

て、先行して現経営計画を改定し、計画に盛り込みます。

Ⅴ 県立病院が担うべき役割と機能 Ⅴ 県立病院が担うべき役割と機能

１～３ ［略］ １～３ ［略］

４ 新型コロナウイルス感染症など新興感染症等への対応 ４ 新興感染症等への対応

県では、新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増加した場合等に対応するため、県内の医療提供体

制の整備を進めてきました。

令和２年（2020 年）１月に、ＷＨＯが新型コロナウイルス感染症について、「国際的に懸念される公

衆衛生上の緊急事態」を宣言して以来、令和６年（2024 年）３月で、４年以上が経過し、県内でも流行

の波が繰り返されてきました。この間、県では、公的医療機関ネットワークを生かした検査体制の拡充

や病床の確保、ワクチン接種体制の整備等を行ってきました。

県立病院においても、診療・検査医療機関や入院受入医療機関としての役割を担い、感染が疑われる

方の診療・検査や、入院患者の受入れを行っています。

県立病院においても、診療・検査医療機関や入院受入医療機関としての役割を担い、感染が疑われる

方の診療・検査や、入院患者の受入れを行ってきました。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応については、国においても議論が進められており、第８次

医療計画（令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度まで）から「新興感染症等の感染拡大時におけ

る医療」として新たに記載することとされています。

令和４年（2022 年）12 月には、新興感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律等の一部が改正され、都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府

県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等に関する協定を締結する仕

組み等が設けられました。（令和６年（2024 年）４月１日施行）

県では、国の動向を踏まえ、第８次医療計画に向け、医療審議会等の場において検討を進めていくこ

ととしており、医療局としても、感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備など、新興感染症等への

対応について検討していきます。

県立病院としても、この協定を締結するなど、新興感染症の発生及びまん延時において、公立病院と

しての役割を地域で果たして行きます。
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Ⅵ 二次保健医療圏を基本とした各病院の役割分担と連携 Ⅵ 二次保健医療圏を基本とした各病院の役割分担と連携

１ ［略］ １ ［略］

２ 各病院の医療提供体制 ２ 各病院の医療提供体制

各病院の基本的な役割、規模・機能や、地域の特性に応じた特色等を踏まえて、病床数・診療科・医

師の配置・看護体制を設定します。

なお、計画期間中においても、状況の変化により必要に応じて見直しを行います。

各病院の基本的な役割、規模・機能や、地域の特性に応じた特色等を踏まえて、病床数・診療科・医

師の配置・看護体制を設定します。

なお、計画期間中においても、状況の変化により必要に応じて見直しを行います。

① 病床数 ① 病床数

○ 一般病床及び療養病床の病床利用率が、「新公立病院改革ガイドライン」に示されている過去３

年連続して 70％未満となっている病院については、地域の医療ニーズを考慮したうえで、病床機

能、病床数・病棟数の見直しを行う。

○ 一般病床及び療養病床の病床利用率が、「新公立病院改革ガイドライン」及び「公立病院経営強化

ガイドライン」に示されている過去３年連続して 70％未満となっている病院については、地域の医

療ニーズを考慮したうえで、病床機能、病床数・病棟数の見直しを行う。

②・③ ［略］ ②・③ ［略］

Ⅶ 実施計画 Ⅶ 実施計画

１ 県立病院間・他の医療機関及び介護施設等を含めた役割分担と地域連携の推進 １ 県立病院間・他の医療機関及び介護施設等を含めた役割分担と地域連携の推進

(１) ［略］ (１) ［略］

(２) 各病院が担うべき役割と機能・病床機能適正化 (２) 各病院が担うべき役割と機能・病床機能適正化

〔現状と課題〕 〔現状と課題〕

□ 地域ごとの医療資源や患者動向等に応じて、県立病院各々の役割・機能が求められています □ 地域ごとの医療資源や患者動向等に応じて、県立病院各々の役割・機能が求められています

□ 医師不足の中、救急医療への対応は医師への負担が大きく、圏域の地域病院によっては医師の配

置状況等により、現在の救急医療体制の維持が難しい面も見られます。

□ 医師不足の中、救急医療への対応は医師への負担が大きく、圏域の地域病院によっては医師の配

置状況等により、現在の救急医療体制の維持が難しい面も見られます。

□ 平成 29年度末（2017 年度末）の稼働病床利用率（一般病床及び療養病床）は 75.3％であり、限

りある医療資源の有効活用等を図るため、患者動向を見ながら病床規模の適正化について、絶えず

見直しを行う必要があります。

□ 平成 29 年度末（2017 年度末）の稼働病床利用率（一般病床及び療養病床）は 75.3％であり、限

りある医療資源の有効活用等を図るため、患者動向を見ながら病床規模の適正化について、絶えず

見直しを行う必要があります。

□ 「岩手県地域医療構想（平成 28 年（2016 年）３月策定）」において、構想の実現に向けては、入

院患者の状態に応じた病床機能に分化し、各病床機能が連携していく医療提供体制を構築していく

ために、地域で過剰となる病床機能を不足する病床機能に転換し、それぞれの病床機能が連携して

いくことが必要であり、構想区域ごとに医療関係者や介護関係者、市町村、医療保険者等を構成員

とした「協議の場」において協議を行いながら取り組むこととされています。

□ 「岩手県地域医療構想（平成 28 年（2016 年）３月策定）」において、構想の実現に向けては、入

院患者の状態に応じた病床機能に分化し、各病床機能が連携していく医療提供体制を構築していく

ために、地域で過剰となる病床機能を不足する病床機能に転換し、それぞれの病床機能が連携して

いくことが必要であり、構想区域ごとに医療関係者や介護関係者、市町村、医療保険者等を構成員

とした「協議の場」において協議を行いながら取り組むこととされています。

【具体的方策】 【具体的方策】

● 各二次保健医療圏の状況を踏まえながら、病院ごとに基本的な役割・機能を定め、適切な病床規

模による運営を行うとともに、各病院において担うべき特色のある医療を提供します。病院ごとの

機能、特色等については、「別表１：各病院の役割と機能等」のとおりです。

● 各二次保健医療圏の状況を踏まえながら、病院ごとに基本的な役割・機能を定め、適切な病床規

模による運営を行うとともに、各病院において担うべき特色のある医療を提供します。病院ごとの

機能、特色等については、「別表１：各病院の役割と機能等」のとおりです。

● 新興感染症の発生及びまん延時における医療については、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律に基づき、予防計画等に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確

保等に関する協定を締結し、公立病院としての役割を地域で果たして行きます。
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● 一般病床及び療養病床の病床利用率が、「新公立病院改革ガイドライン」に示されている、過去３

年連続して 70％未満となっている病院については、地域の医療ニーズを考慮したうえで、病床機

能、病床数・病棟数の見直しを行います。

● 一般病床及び療養病床の病床利用率が、「新公立病院改革ガイドライン」及び「公立病院経営強化

ガイドライン」に示されている、過去３年連続して 70％未満となっている病院については、地域の

医療ニーズを考慮したうえで、病床機能、病床数・病棟数の見直しを行います。

● 医療政策に係る国の動向を注視しながら、「協議の場」（地域医療構想調整会議）における議論を

踏まえ、地域の医療資源の状況等、実情に応じて病院ごとの役割・機能を見直します。

● 医療政策に係る国の動向を注視しながら、「協議の場」（地域医療構想調整会議）における議論を

踏まえ、地域の医療資源の状況等、実情に応じて病院ごとの役割・機能を見直します。

(３) ［略］ (３) ［略］

(４) 地域との協働による病院運営 (４) 地域との協働による病院運営

〔現状と課題〕 〔現状と課題〕

□ 医師の過酷な勤務環境や医師不足などの医療の現状、医療機関の役割に応じた適正な受診等につ

いては、県民みんなで支える岩手の地域医療推進会議と協働して各種広報媒体を活用した啓発に取

り組んでいます・

□ 医師の働き方改革が求められている  、医療機関の役割に応じた適正な受診等については、県民

みんなで支える岩手の地域医療推進会議と協働して各種広報媒体を活用した啓発に取り組んでい

ます

［略］ ［略］

【具体的方策】 【具体的方策】

● 医師の過酷な勤務環境や医師不足など医療の現状や、医療機関の役割に応じた適正な受診等につ

いて、医療局ホームページや市町村広報等を活用した広報活動を実施するとともに、県民みんなで

支える岩手の地域医療推進会議と協働して県民理解の醸成を図ります。

● 医師の働き方改革が求められている現状や、医療機関の役割に応じた適正な受診等について、医

療局ホームページや市町村広報等を活用した広報活動を実施するとともに、県民みんなで支える岩

手の地域医療推進会議と協働して県民理解の醸成を図ります。

［略］ ［略］

２ 良質な医療を提供できる環境の整備 ２ 良質な医療を提供できる環境の整備

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］

(３) 電子カルテ・診療情報の共有 (３) 医療現場のデジタル化の推進

〔現状と課題〕 〔現状と課題〕

□ 診療情報の一元管理による医療安全の向上や、診療情報の共有によるチーム医療の推進等のた

め、全病院等への電子カルテ導入が求められています。

□ 県立病院では、20 病院全てに電子カルテを導入し、全病院間で診療情報を共有する仕組みや新た

な生活様式に対応したシステム環境を整備するなど、積極的にデジタル化に取り組んでいます。

□ 電子カルテの導入は、平成 29 年度（2017 年度）末現在で 17 病院の導入が完了しましたが、３病

院６地域診療センターが未導入です。

□ 複数メーカーの電子カルテシステムを導入していることに伴い、異動等により複数病院で勤務す

る職員の負担解消を図る必要があります。

□ 令和３年度（2021 年度）にはオンライン資格確認システムを導入し、令和５年度（2023 年度）か

らの電子処方箋導入に向けた機能開発を進めるなど、国のデジタル化と連携した取組も進めていま

すが、医療の質の向上、働き方改革の推進及び病院経営の効率化に向けて、更なるデジタル化の推
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進が求められています。

□ 県立病院間における診療情報の共有を進めてきましたが、共有するデータの充実や、各圏域の医

療機関、保険薬局及び介護施設等との連携が求められています。

□ 県立病院間における診療情報の共有を進めデータの充実を図りましたが、引き続き各圏域の医療

機関、保険薬局及び介護施設等との連携が求められています。

□ 医療機関がサイバー攻撃の標的とされる事例が増加しているとともに、医療情報は極めて機微で

あるため、国のガイドライン等を踏まえて、情報セキュリティ対策を徹底することが求められてい

ます。

【具体的方策】 【具体的方策】

● 電子カルテシステムの計画的導入・更新と標準化の推進 ● 医療情報システム等の計画的導入・更新と標準化の推進

・ 患者、医療従事者双方の負担軽減を図るため、オンライン診療を導入し、対象となる診療科や

疾患等を拡充するとともに、栄養指導や入院説明等、診療以外の業務の拡大にも取り組みます。

・ 「オンライン資格確認システム」を基盤とした国のデジタル化の施策と連携し、「電子処方箋」

の安定運用や「診療報酬改定ＤＸ」などに、適時かつ適切に対応します。

・ 費用対効果を踏まえながら、電子カルテのデータ標準化や機能強化を進め、県立病院全体での

データ分析や業務改善に活用できる環境整備に取り組みます。

・ クラウド（サーバ集約型）化の拡大を進めます。

・ 地域診療センターへの計画的導入を進めます。

・ 既存システムや機能をベースに、必要不可欠な機能を定義し、標準化を図ります。

● 診療情報の共有 ● 診療情報の共有

・ バックアップするデータの範囲や活用方法を見極めながら、継続診療支援システム及び県立病

院診療情報共有システムの機能を強化します

・ 必要な機能や運用を見極めながら、県立病院診療情報共有システムの更なる有効活用と安定稼

働に向けた機能強化に取り組みます。

・ 各圏域の医療機関、保険薬局及び介護施設等との連携については、各圏域の動向や「岩手県保

健医療計画 2018-2023」を踏まえ、県立病院の参画を進めます。

・ 各圏域の医療機関、保険薬局及び介護施設等との連携については、国が進める全国医療情報プ

ラットフォームの状況や、各圏域の動向、「岩手県保健医療計画 2018-2023」を踏まえ、県立病院

の参画を進めます。

● セキュリティ対策の徹底

・ 県のセキュリティポリシーと国の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿

ったセキュリティ対策の徹底を図ります。

３ 医師不足解消に向けた医師の育成・確保と医師の負担軽減に向けた取組の推進 ３ 医師不足解消に向けた医師の育成・確保と医師の負担軽減に向けた取組の推進

(１) ［略］ (１) ［略］

(２) 魅力ある勤務環境への改善 (２) 魅力ある勤務環境への改善

〔現状と課題〕 〔現状と課題〕
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□ 医師のワークライフバランスを考慮し、業務の負担軽減を図る必要があります。 □ 医師の時間外労働規制が令和６年度（2024 年度）に開始されることや、医師のワークライフバラ

ンスを考慮し、業務の負担軽減を図るため、適切な労務管理、ＩＣＴの活用、管理者をはじめとす

る医療従事者全体の意識改革・啓発等の取組を進める必要があります。

□ 現在勤務している医師の業務負担を軽減するため、認定看護師等の専門資格職員の養成による医

師業務のサポート体制の強化、医療クラークの導入等の取組を行っていますが、依然として医師の

業務負担が大きいことから、より一層取組を進める必要があります。

□ 現在勤務している医師の業務負担を軽減するため、認定看護師等の専門資格職員の養成による医

師業務のサポート体制の強化、医療クラークの導入等の取組を行っていますが、依然として医師の

業務負担が大きいことから、より一層取組を進める必要があります。

□ 常勤医師としてのキャリアの継続を可能とするために、女性医師も働きやすい環境整備に努めて

おり、今後も継続的に取り組む必要があります。

□ 常勤医師としてのキャリアの継続を可能とするために、女性医師も働きやすい環境整備に努めて

おり、今後も継続的に取り組む必要があります。

□ 24 時間保育・病後児保育を実施しており、今後も利用者のニーズを踏まえ、必要に応じ方策を講

ずる必要があります。

□ 24 時間保育・病後児保育を実施しており、今後も利用者のニーズを踏まえ、必要に応じ方策を講

ずる必要があります。

【具体的方策】 【具体的方策】

● 勤務時間管理システムの運用による労働時間の適正管理や、医師労働時間短縮計画等に基づく時

間外労働時間の短縮に取り組むとともに、必要に応じて、宿日直許可や特定労務管理対象機関の指

定を受けるなど、医師をはじめとする医療従事者の適切な労務管理を推進します。

● 各情報システムの一層の活用や、遠隔医療の更なる推進など ICT による業務の効率化を図り、医

療従事者の負担軽減を進めます。

● 管理者をはじめとする医療従事者全体の意識改革・啓発等の取組を進めるため、働き方改革に係

る研修会等を継続的に実施します。

● 医師の働き方改革が求められている現状や、医療機関の役割に応じた適正な受診等について、医

療局ホームページや市町村広報等を活用した広報活動を実施するとともに、県民みんなで支える岩

手の地域医療推進会議と協働して県民理解の醸成を図ります。

● 厚生労働省の医師の働き方改革に関する検討会での議論を踏まえ、タスク・シフティングやタス

ク・シェアリング等を推進します。

● 厚生労働省の医師の働き方改革に関する検討会での議論を踏まえ、タスク・シフティングやタス

ク・シェアリング等を推進します。

● 医師の判断を待たずに、医師の指示のもとに作成された手順書に従い一定の診療補助を行うこと

が出来る特定行為に係る看護師や認定看護師等を計画的に養成します。

● 医師の判断を待たずに、医師の指示のもとに作成された手順書に従い一定の診療補助を行うこと

が出来る特定行為に係る看護師や認定看護師等を計画的に養成します。

● 医師及び看護師の負担軽減、良質な医療の提供及び医療の安全を確保するため、必要な職員体制

の整備に努めます。

● 医師及び看護師の負担軽減、良質な医療の提供及び医療の安全を確保するため、必要な職員体制

の整備に努めます。

● チーム医療の推進により情報の共有と業務の標準化を進め、医師の支援・業務負担の軽減を図り

ます。

● チーム医療の推進により情報の共有と業務の標準化を進め、医師の支援・業務負担の軽減を図り

ます。

● 男性医師、女性医師ともに働きやすい職場環境となるよう、育児短時間勤務制度など多様な勤務

形態による支援に取り組みます。

● 男性医師、女性医師ともに働きやすい職場環境となるよう、育児短時間勤務制度など多様な勤務

形態による支援に取り組みます。

● 24 時間保育・病後児保育を引き続き実施し、出産休暇や育児休業後に円滑に職場復帰し働き続け

られるよう支援します。

● 24 時間保育・病後児保育を引き続き実施し、出産休暇や育児休業後に円滑に職場復帰し働き続け

られるよう支援します。

● 医師の確保に向けて、全国的な給与水準等を参考としながら、給与面での適正な処遇に努めます。 ● 医師の確保に向けて、全国的な給与水準等を参考としながら、給与面での適正な処遇に努めます。

● 医師の勤務環境や生活環境（アメニティ）の向上を図るため、経年、老朽化の度合いに応じて、

病院施設や職員公舎の改修を進めます。

● 医師の勤務環境や生活環境（アメニティ）の向上を図るため、経年、老朽化の度合いに応じて、

病院施設や職員公舎の改修を進めます。
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備考 改定部分は、下線の部分である。




